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パチンコ店進出に係る主な経過(H30.２.28まで) 

 

 

【平成28年11月７日】 

○ 開発不要証明(60条証明) 都市住宅課で受領 

・ 「工場」から「展示場」への用途変更を行うが、新たな造成等を行わない

ので開発許可に該当しないという証明願い 

 

【平成28年11月10日】 

○ 北播磨県民局まちづくり建築課へ開発不要証明を進達 

 

【平成28年12月１日】 

○ 大規模建築物の建築等届出書 都市住宅課で受領 

 

【平成28年12月２日】 

○ 北播磨県民局まちづくり建築課へ建築等届出書を進達 

 

【平成28年12月７日】 

○ 指定確認検査機関 ㈱国際確認検査センターより、建設予定地に関する調査

依頼書が都市住宅課に届く 

 

【平成29年８月28日】 

○ 大規模建築物の建築等届出書【変更】 都市住宅課で受領 

 

【平成29年８月31日】 

○ 北播磨県民局まちづくり建築課へ建築等届出書を進達 

 

【平成29年11月22日】 

○ 和田町区長がアンケート結果報告のため来庁 

 

【平成29年11月28日】 

○ 和田町区長及び南本町町内会長が、市長に現状報告及び要望のため来庁 

 

【平成29年11月28日】 

○ 建築主関係者が協議のため来庁 

・ 和田町及び南本町に対し、事情説明するよう指導 

・ 西脇市条例に基づく同意申請書及び建築確認（用途変更）申請書の提出あ

り。受付 
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【平成29年12月12日】 

○ 建築確認申請書を消防署へ進達 

 

【平成29年12月19日】 

○ 市条例に基づく同意申請書の受理 

○ 消防署から北播磨県民局へ建築確認申請書が進達される。 

 

【平成29年12月20日】 

○ 西脇市規制対象施設建築審査会 

・ 同意申請に対する諮問（市長から会長へ） 

・ 審議の結果、「不同意とすることが望ましい」旨を決定 

 

【平成30年１月16日】 

○ 建築確認申請に対する確認が下りる。（建築基準法の手続完了） 

 

【平成30年１月25日】 

○ 西脇市規制対象施設建築審査会からの答申（会長から市長へ） 

・ 「不同意とすることが望ましい」旨の答申 

 

【平成30年１月31日】 

○ 同意申請に対する同意・不同意決定通知（市長から申請者へ） 

・「不同意」決定通知書を送付 

 

【平成30年２月13日】 

○ 市議会議員協議会にて状況報告 

 

【平成30年２月16日】 

○ 和田町区長から、市議会議長へ「和田町内における新規パチンコ店の営業に

反対する議決」及び「市内にこれ以上のパチンコ店が開業しないように議会と

して市長に対し実効性のある施策を早急に制定すること」を求める請願書が提

出される。 

 

【平成30年２月22日】 

○ 和田町区長から、市長へ嘆願書（署名添付）が提出される。 

 


